
中間・確定申告書（第６号様式（その２））記載の手引の誤りについて（令和 7年 6月 26 日） 

 

第６号様式（その２）記載の手引について、次のとおり誤りがありましたので、訂正し、再

掲載しました。 

令和 7年 4月に県税事務所から送付しました手引、及び令和 7年 6月 25 日（火）まで県ホー

ムページに掲載していました手引を使用している場合は、訂正後の手引を出力し、ご使用いた

だきますようお願いいたします。 

 

                  （ 様 式 名 ・ 訂 正 箇 所 ） 

１．令和 7年 4月に県税事務所から   県税中間・確定申告書（第６号様式 その２） 

該当法人へ送付した手引       記載の手引（※R7.4.1 以後に開始する事業年度用） 

                  15「法人税法の規定によって計算した法人税額①」  

             

２．令和 7年 6月 25 日（火）まで    第６号様式（その２）記載の手引 

 ホームページに掲載した手引     （※R7.3.31 以前に開始する事業年度用）       

                  13「法人税法の規定によって計算した法人税額①」 

                    

正 誤 

法人税の申告書（別表１。以下「別表１」と

いいます。）の「法人税額計」の欄（９の欄）

の金額（この欄の上段に使途秘匿金の支出の額

の 40％相当額が記載されている場合には、当

該額を加算した金額）（法人税の明細書（別表

６(2)付表６）の７の「計」の欄に金額の記載

がある場合の当該金額を除きます。）を記載し

ます。 

なお、（ ）内には、使途秘匿金の支出の額の

40％相当額（「法人税額計」の欄（別表１の９

の欄）の上段に外書として記載された金額）、

税額控除超過額相当額等の加算額（別表１の４

の欄の金額）（法人税の明細書（別表６(2)付表

６）の７の「計」の欄に金額の記載がある場合

の当該金額を除きます。）及び土地譲渡利益金

額に対する法人税額（別表１の６の欄の金額）

の合計額を記載します。 

法人税の申告書（別表１。以下「別表１」と

いいます。）の「法人税額計」の欄（10 の欄）

の金額（この欄の上段に使途秘匿金の支出の額

の 40％相当額が記載されている場合には、当

該額を加算した金額）（法人税の明細書（別表

６(2)付表６）の７の「計」の欄に金額の記載

がある場合の当該金額を除きます。）を記載し

ます。 

なお、（ ）内には、使途秘匿金の支出の額の

40％相当額（「法人税額計」の欄（別表１の 10

の欄）の上段に外書として記載された金額）、

税額控除超過額相当額等の加算額（別表１の５

の欄の金額）（法人税の明細書（別表６(2)付表

６）の７の「計」の欄に金額の記載がある場合

の当該金額を除きます。）及び土地譲渡利益金

額に対する法人税額（別表１の７の欄の金額）

の合計額を記載します。 

 


